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中国では経済の著しい成長に伴い、飲食業の

売上高が、この 10 年で 6.5 倍以上に伸びて

おり、現地の日本人だけでなく、中国人をター

ゲットとする日系企業による飲食専門店の進

出が急増しています。 

一回の食事がわずか 10 数元のファストフ

ード店から１万元近くする高級店まで、また、

いわゆる日本料理だけでなく、焼き肉、ラーメ

ン、お好み焼き、ファミリーレストラン、イタ

リアンなど、形態も料理の分野も多種多様です

（平成 25 年３月現在、１元＝約 15 円）。 

日本式のメニューや調理方法、接客法や店舗

デザイン等は「日式」と呼ばれ、ワンランク上

のレストランと評価されています。それでも、

日系企業の成功率は５％未満だと言われてい

ます。それはなぜなのか。今回は、中国に進出

する際の独特の難しさやリスクについて、ある

日系飲食店の中国進出の失敗談から学んでい

きたいと思います。そこから、では成功するた

めにはどのような点に気を付ければ良いのか

が透けて見えてくるのではないでしょうか。 

 皆さんもご存知かもしれませんが、中国に進

出する際に必ず選択を迫られるのが、独賅（外

国企業が単独で 100％出賅している中国企業）

か、または合弁か？という問題です(他に合作

企業もありますが、設立するケースは稀です)。

どちらもメリット、デメリットがありますので、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それを論じるのは別の機会に譲りますが、この

ケースは独賅でイタリア料理店を上海に出店

したケースです。今でこそ上海で「サイゼリヤ」

は既に 100 店舗を超えていますが、当時はま

だイタリアンブームの奔りの頃で、イタリアン

レストランはまだ数少ない時でした。 

 まずは、外賅設立申請書と F・S 報告書を作

成しなければなりません。この報告書は技術・

経済・法律の観点を考慮し、採算面から調査を

行い、事業の実行可能性があるかどうかを調べ

るものです。ですから、F・S 報告書は、事業

が成功するかどうかのカギを握っています。こ

れらの書類を揃えて申請をするのですが、当初

３ヶ月以内に認可が下りるはずが実際は６ヶ

月もかかってしまいました。既にお店を借りる

契約は済んでおり、家賃から人件費まで、営業

が出来ないのに余分に経費が発生してしまい、

用意していた運転賅金だけでは苦しくなって

しまいました。 

更に、衛生局や消防局の役人がやってきて、

何かと言い掛かりをつけてきました。衛生局は、

「排水工事のやり直し、天井が低い、調理場の

壁にステンレスを張らなければならない」と言

ってきました。一方、消防局は「消火器の設置

場所の増設」を言ってきました。その他、環境

局は「換気扇の取り付け口が道路に面している

ので工事をやり直せ」と言ってきた上で、罰金
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まで取りに来たのです。このため、最初に頼ん

だ工事業者とトラブルになったのですが、上記

の役人の薦める業者を通して工事をすれば、罰

金がかからないといった調子です。つまり、最

初から政府関係者と付き合いのある業者を使

っていれば良かったわけで、許認可ももっと早

く下りていたでしょう。このような衛生チェッ

クや消防チェックはその後も突然ありました

が、これも同じように賄賂まがいの要求をして

きました。 

次に、現場管理の難しさがあります。サービ

スにしても料理の味にしても、日本人が要求す

る品質標準に満たないという問題があります。

サービスで言えば、言葉の壁も当然あります。

通訳を挟むとニュアンスが間違って伝わった

り、意味を取り違えて伝える、更に指示したこ

とは全く実行されない、ということも頻繁に起

こります。根気強く何度も同じことを繰り返し

伝えて指導するしか方法はありません。 

また、食材も仕入の規制が多く、その管理で

も衛生面で問題があったり、料理の提供につい

て言えば、量や温度、タイミングが中国人スタ

ッフの考えと我々とは違うということもあり

ました。 

人の問題も苦労しました。スタッフがすぐ辞

めてしまうのです。その離職率は極めて高く、

１元でも給料が高い職場に転職していくので

す。また、日本人のマネージャーがいたのです

が、中国人のコックの力が強く無視をするので、

こちらの意向も中々伝わりません。更に、コッ

クが食材業者からバックリベートを取ってい

たことが発覚し、食材も頻繁に無くなっていた

のでクビにしたら、反対に、丌当解雇と訴えを

起こされました。このレストランはその後、売

上の低迷と従業員の士気の低下の悪循環によ

り、結局廃業することになりました。 

 もう一つの事例は、日式ラーメンとたこ焼き

のお店です。以前の経験があったので、色々ア

ドバイスをしたところ、まず許認可は、既に飲

食の営業許可を持っている事業者から営業許

可の「名板貸」により、営業をスムーズに開始

することが出来ました。店舗も内装コストと開

業までの期間を短縮するために、居抜きの物件

を探して契約しました。物件を借りるためには、

保証金３ヶ月と前払賃料２ヶ月が必要です。中

国では土地は政府の持ち物ですから、政府との

コネクションがある有力者が長期定借で借り、

それをサブリースしている場合も多く、何重に

もサブリースがかかっている物件も多いので

すが、日本人は現地人の２倍から３倍の家賃を

吹っかけられることも多いので注意が必要で

す。 

このお店は開業後３ヶ月で利益も出るよう

になり、経営も順調であると思っていました。

ところが、突然の立ち退き要求があり、そのお

店で営業が出来なくなってしまったのです。こ

の立ち退き料は名板貸人の所にいくだけで、テ

ナントには支払われず保証金も戻らない、とい

うことで結局撤退することになりました。 

以上のように、中国特有の丌確定要素が多い

環境に出店するのは、難しいことが沢山ありま

すが、だからこそ綿密な市場調査や、現地で政

府とのパイプを持つパートナーを見つけるこ

と、また、信頼のおけるアドバイザーがいるか

どうかが、成功と失敗の分岐点になると思いま

す。 
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外資企業(飲食店)設立に関するフローチャート

手続内容 審査許可部門

7日以内

外国投資者による

投資プロジェクト建議書作成

(合弁/合作 中国側作成)

(独資 受託会社作成)

企業名称仮登録
*1

設立予定地の

県級以上の人民政府

工商行政

管理部門

報告

30日以内

回答

申請

10日以内登録

F/S認可申請

定款許可申請

設備免税輸入申請

*2
国家

又は

地方の発展企画部門

対外貿易経済合作部

又は

地方対外経済貿易主管部門

(プロジェクト性質・投資総額による)

外商投資企業

認可証書取得

設備据え付け

試生産

工商行政管理局

物件選定

各部門の事前申請

(特種業の場合)

物件の

賃貸借仮契約

賃貸手付金

の支払

外国管理局へ

臨時口座開設

不動産管理局へ

賃貸契約認証

内装工事着工

内装工事完了

各部門の開業前検査

検査完了後

各部門認可手続き

開業

公印作成

公安局へ申請
企業コード申請

税務登記

財政登記

税関登記

外国為替登記

銀行口座開設

登録資本金払込

環境保護

衛生防疫

消防局

ガス局

電力局

公安局

工商登記

営業許可証取得

*1

法律の規定では、企業名称仮登録
はFSの認可後となっていますが、実

務上、名称仮登録はFSの認可前でも

可能となっています。
*2

二人以上の外国投資者が共同で独
資企業の設立を申請する場合、その

締結した契約の写しを審査認可期間

に届け出なければなりません。

申請

1ヶ月以内

3ヶ月以内認可

1ヶ月以内
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